
国土交通省が実施した政策評価についての個別審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 17年 12月 16日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 

 

 「平成 22年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」（平成

21年 11月 26日付け国政評第 31号による送付分）における事業評価方式による 40件

の政策評価（事前） 
 

２ 審査の考え方と点検の項目 

事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として、的確な政策の採択や実施の可否の検討に有用な情報を提

供する見地から行うものとされている（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価については、

個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助並びに規制に関して、その実施が義務付

けられている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13年法律第 86号。以

下「評価法」という。）第９条及び行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平

成 13年政令第 323号）第３条）。 

 

これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられているわ

けではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となってい

るわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが定めた

基本計画等に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的に新規

の施策・事業等を対象として事前評価が行われている。 

こうしたことを踏まえつつ、更に質の高い政策評価の実施に向けた今後の課題等を

明らかにする観点から、以下の点検項目により審査を行う。 

 

（政策効果の把握について） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性

に応じて必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第３条第１項）。政策の

実施によって何らかの効果が得られることは、当該政策の必要性が認められるための

前提であり、どのような効果が発現したかをもって得ようとする効果が得られたとす

るのか、その状態を具体的に特定することが求められている。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

○ 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 



 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証す

ること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めてい

くことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 

政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握の

方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握でき

るものであることが望ましい。 

また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実際

に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されることと

なるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 事後的な検証を行うこととしているか。また、その時期は特定されているか。 

② 事後的な検証が予定されている場合、政策効果の把握の方法は、得ようとする効

果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定されてい

るか。 

 

３ 審査の結果 

「平成 22年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」におけ

る事業評価方式による 40件の政策評価（事前）についての審査の結果（事実確認の整

理結果）は、以下のとおりである。 

 

 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた課題等の整理・分析については、今年度内に別途取りま

とめる予定である。 

 



1 民間賃貸住
宅の家賃債
務保証業等
の適正化・
紛争処理の
円滑化に係
る支援制度
の創設

○ 「住生活基本計画」（平成18年９月19日閣議決定）及び「規制改革推進の
ための３ヵ年計画（改定）」（平成21年３月31日）において、民間賃貸住宅
については、合理的かつ適正な維持管理を促進するための仕組みづくり、ト
ラブルの未然防止やトラブルを円滑に処理するための仕組みの普及・実現、
定期借家制度の活用等を含めた良質な賃貸住宅の供給の促進等を図ることと
されているところであり、社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅
部会の審議も踏まえ、住宅の賃貸業務、家賃債務保証業務等の適正化、民間
賃貸住宅市場の環境整備を進め、適正な維持管理による良質なストックの形
成を図る必要がある。
【業績指標：5　既存住宅の流通シェア】
【目標値：19%（平成22年）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

２ 200海里海域
の特性に応
じた海洋マ
ネジメント
ビジョンの
策定

○ 海域毎の特性や海洋に関する多様なニーズを踏まえ、我が国の海洋管理を
適正に行う。
【検証指標：我が国200海里海域における海洋管理拠点のあり方をまとめた
ビジョンの策定】
【目標値：我が国200海里海域における海洋管理拠点のあり方をまとめたビ
ジョンが策定されている（平成23年度）】

○ 平成 24年度に事
後検証シートに
より事後検証を
実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

３ 地域交通、
物流の革新
を促す新た
な低炭素実
用車両の開
発促進

○ 地域交通、地域物流の革新を促す新型低炭素実用車両の開発、導入を促進
することで、2020年ＣＯ２削減中期目標（90年比25％削減）を、他の多くの

交通政策課題（高齢化、物流効率化等）と両立しつつ着実に実現することを
目的とする。
【業績指標：26　クリーンエネルギー自動車の普及台数】
【目標値：69万台以上（平成22年度）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

4 自動車運送
事業者によ
るＣＯ ２ 削

減努力の評
価手法、付
加価値創出
手法の開発

○ 運送事業者相対評価手法の確立、付加価値の創出により、運送事業者等に
よる積極的な取組みが市場原理により後押しされ、交通関係者（運送事業
者、荷主、商品消費者、交通利用者）による経済原則に従った活動が低炭素
化の取り組みにつながり、地球温暖化対策の2020年中期目標に向けた更なる
ＣＯ２削減と、自動車運送事業の構造改善を同時に実現することを目的とす

る。
【業績指標：26　クリーンエネルギー自動車の普及台数】
【目標値：69万台以上（平成22年度）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

5 歴史的水辺
環境改善下
水道事業の
創設

○ 城郭周辺のお濠等の歴史的水辺は地域の景観を形成する重要な要素となっ
ているが、閉鎖的な水辺空間であり、雨水以外に外部からの流入水がほとん
どないため、アオコの発生や悪臭等の水質上の問題が生じ、景観や周辺生活
環境に悪影響を与えている場合が多い。このため、お濠等の歴史的水辺の環
境改善を図る。
【業績指標：39　合流式下水道改善率】
【目標値：約63％（平成24年度）】

○ 平成 24年度の政
策チェックアッ
プ（平成25年度
実施）により事
後検証を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

6 緊急地震速
報等の高度
化

○ 首都圏には人口が集中し、国の中枢機能や社会資本が集積、密集してい
る。しかし、緊急地震速報は直下型地震には間に合わず被害軽減の効果が低
いことが予想される。これに対処するため、震源により近い大深度地震計
データを活用して緊急地震速報をより早く発表し、強い揺れが到達するまで
の猶予時間を増やすことにより、首都直下地震に対する被害軽減効果を高め
ることを目的とする。
【業績指標：60　地震発生から地震津波情報発表までの時間】
【目標値：3.0分未満（平成23年度）】

○ 平成 22年度政策
レビュー「緊急
地震速報の利用
の拡大」におい
て事後検証を実
施

○ 政策レビュー（総合
評価方式）による事
後評価において事後
検証を実施

7 集中豪雨・
局地的大雨
対策の強化

○ 集中豪雨や局地的大雨の監視、予測技術を強化・改善するとともに、必要
なときに必要な情報を得られるよう気象情報の普及環境を整え、情報を元に
自ら安全確保できるよう安全知識を普及することによって、集中豪雨や局地
的大雨による被害を軽減する。
【検証指標：改善した気象情報を利活用できる都道府県の数】
【目標値：47都道府県（平成25年度）】

○ 平成 24年度に事
後検証シートに
より事後検証を
実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

8 地球温暖化
に関する観
測・監視体
制の強化

○ 地球温暖化の監視・予測に関する情報の提供及び気候リスク軽減に資する
情報の利活用技術の普及を図り、緩和策・適応策の推進による地球温暖化対
策に貢献することにより、災害による被害を軽減することを目的とする。
【検証指標：新たに公表する北西太平洋海域における産業革命後からの二酸
化炭素の積算蓄積量及び年間蓄積（放出）量に関するデータへの専門家から
のＨＰアクセス数を、関連する既存のデータへのアクセス数と同等以上にす
る】
【目標値：月平均700件以上（平成26年度）】

○ 平成26年度に事
後検証シートに
より事後検証を
実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

9 下水道浸水
被害軽減総
合事業の強
化

○ 近年、集中豪雨の多発や都市化の進展に伴い、短時間に大量の雨水が流出
し、内水氾濫の被害リスクが増大している。また、ＩＰＣＣ報告書において
は、今後、気候変動により、大雨の頻度増加、台風の激化等の懸念が指摘さ
れている。

以上を踏まえ、浸水被害の軽減に向けて、地方公共団体と関係住民が一体
となって、総合的な浸水対策を推進する。
【業績指標：66 下水道による都市浸水対策達成率（①全体、②重点地
区）、70 ハザードマップを作成・公表し、防災訓練を実施した市町村の割
合（内水）】
【目標値：66 ①全体：約55％（平成24年度）、 ②重点地区：約60％（平
成24年度）、70　100％（平成24年度）】

○ 平成 24年度政策
チェックアップ
（平成25年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

政策評価審査表（事業評価（事前）関係）

整理
番号

政　　策 得ようとする効果の明確性
検証を行う
時期の特定

効果の把握の
方法の特定性



整理
番号

政　　策 得ようとする効果の明確性
検証を行う
時期の特定

効果の把握の
方法の特定性

10 都市機能保
全型老朽管
対策事業の
創設

○ 下水道整備の進展にともない、管路延長は約41万kmにのぼるなど、下水道
ストックが増大している。また、管路の老朽化等に起因した道路陥没も増加
傾向にあり、平成20年度の発生件数は約4,100箇所にのぼっている。

以上を踏まえ、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能
停止を未然に防止するため、都市部における老朽管の計画的な改築を推進す
る。
【業績指標：69　防災拠点と処理場を結ぶ下水管きょの地震対策実施率】
【目標値：約56％（平成24年度）】

○ 平成25年度政策
レビュー「社会
資本ストックの
戦 略 的 維 持 管
理」により事後
評価を実施

○ 政策レビュー（総合
評価方式）による事
後評価において事後
検証を実施

11 砂防設備等
の緊急改築
制度の創設

○ 近年の集中豪雨により、石積み構造の砂防設備等の被災が発生しており、
これらの既設砂防施設等の評価及びその改築対策を短期集中的に実施（概ね
５年）することにより、集中豪雨の頻発等による砂防堰堤の被災とそれに伴
う土砂流出を防止し、地域の安全度の向上を図る。
【業績指標：75　土砂災害から保全される人口】
【目標値：約300万人（平成24年度）】

○ 平成 24年度政策
チェックアップ
（平成25年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

12 土砂災害に
対する警戒
避難体制の
強化に関す
る制度の創
設

○ 土砂災害の発生危険性が高まった際に、市町村長が危険区域内の住民等に
避難指示を円滑に発令することが可能となるため、国民の安全・安心の向上
が図られる。
【業績指標：82　リアルタイム火山ハザードマップ整備率】
【目標値：50％（平成24年度）】

○ 平成 24年度政策
チェックアップ
（平成25年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

13 ゲリラ豪雨
等に対して
も安心して
暮 ら せ る
「 100㍉ /ｈ
安心プラン
（仮称）」
の策定

○ これまでの整備方法にとらわれず、有効な治水対策を国及び関係機関と一
体となって計画し、重点的に整備を実施することで治水安全度の向上を図
る。
【業績指標：83 近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐
れがある戸数】
【目標値：約7.3万戸（平成24年度）】

○ 平成 24年度政策
チェックアップ
（平成25年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

14 気候変動に
伴う集中豪
雨の激化に
対応する河
川整備及び
流域対策の
推進（流域
治水対策河
川事業費補
助の創設）

○ ゲリラ豪雨対策を進めるため、河道整備と合わせた流域対策を推進するこ
とより重層的な治水安全度の向上を図る。
【業績指標：83 近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐
れがある戸数】
【目標値：約7.3万戸（平成24年度）】

○ 平成 24年度政策
チェックアップ
（平成25年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

15 地球温暖化
に伴う海面
上昇等への
緊急的な適
応策として
の高潮・高
波対策等の
推進

○ 地球温暖化による海面水位の上昇等に伴う災害リスクの増大に対応し、高
潮等による浸水被害を軽減し、背後地の人命・資産を防護する。
【業績指標：91　老朽化対策が実施されている海岸保全施設の割合】
【目標値：約6割（平成24年度）】

○ 平成 24年度政策
チェックアップ
（平成25年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

16 運輸の安全
性向上のた
めの官民に
おける戦略
的取組の推
進

○ 本施策の実施により、法規制等に求められる水準を超える安全対策を自主
的に行う、安全で安心できる公共交通機関等にする。
【業績指標：99 鉄道運転事故による乗客の死亡者数、100 事業用自動車
による交通事故死者数、101 商船の海難船舶隻数、105 国内航空における
航空事故発生件数】
【目標値：99 ０人（平成19年度以降毎年度）、100 592人（平成22年）、
101　466隻以下（平成23年）、105　12.2件（平成20～24年の平均）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施。そ
の後は、毎年度
の政策チェック
アップにより事
後評価を実施す
る予定。

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

17 戦略物資を
取扱う港湾
施設の機能
強化

○ 資源・エネルギー等の戦略物資の安定的かつ低廉な輸送を可能とすること
により、国民生活に直結する我が国の産業競争力の強化を図る。
【業績指標：126　国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率】
【目標値：平成19年度比5％減（平成24年度）】

○ 平成 24年度政策
チェックアップ
（平成25年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

18 物流施設の
耐震強化

○ 本施策等の実施により、大規模地震発生時においても国際海上輸送網とし
ての一定の物流機能を確保し、わが国の経済活動等への影響を最小限に止め
る。
【検証指標：臨海部物流拠点における免震機能を備えた物流施設の新規立地
件数】
【目標値：1件以上（平成26年度）】

○ 平成26年度まで
に事後検証シー
トにより事後検
証を実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

19 遠隔離島に
おける活動
拠点の整備

○ 我が国における海洋での各種活動を支援し、海洋の円滑かつ持続的な利活
用を促進させる。
【検証指標：活動拠点の整備に着手した離島の数】
【目標値：2島以上（平成26年度）】

○ 平成26年度まで
に事後検証シー
トにより事後検
証を実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定



整理
番号

政　　策 得ようとする効果の明確性
検証を行う
時期の特定

効果の把握の
方法の特定性

20 訪日外国人
旅行者の受
入環境整備
事業

○ 訪日外国人3,000万人時代を見据え、日本国内における受入体制の一層の
充実を目指し、国・地方公共団体・民間事業者の明確な役割分担と連携によ
る、以下の視点に立った取り組みを加速する。
　①「もてなし」の国、日本が実感できること
　②スムーズに、快適に出入国できること
　③快適に過ごせること
　④楽しく過ごせること
　⑤安心・安全に過ごせること
【業績指標：140　訪日外国人旅行者数】
【目標値：1,000万人（平成22年）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

21 停 滞 プ ロ
ジェクト早
期完了支援
事業の創設

○ 停滞している市街地整備事業を早期完了させることにより、市街地整備の
効果を発現し、集約型都市構造を構築することを通じて、都市再生を推進す
る。
【業績指標：157　都市再生誘発量】
【目標値：9,200ha（平成23年度）】

○ 平成 23年度政策
チェックアップ
（平成 24年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

22 低炭素都市
基盤創造事
業の創設

○ 温室効果ガスを2020年までに1990年比25％削減するという目標に向けて、
市街地整備に併せてＣＯ２排出量削減効果の高い取組を推進し、環境負荷の

小さい都市構造の構築による、都市再生・地域再生を推進する。
【業績指標：157　都市再生誘発量】
【目標値：9,200ha（平成23年度）】

○ 平成 23年度政策
チェックアップ
（平成 24年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

23 生活支援機
能の集積に
よる駅機能
高度化 ～
コ ミ ュ ニ
テ ィ ・ ス
テーション
化～ の推
進

○ 　従来、交通施設として旅客の流動を円滑にすることを主眼に設置されてい
た駅・停留場について、鉄軌道事業者が自治体、利用者等と協働して、鉄道
利用者ニーズの多様化・高度化等に対応した「コミュニティ・ステーショ
ン」へと再構築する取組を支援することにより、生活支援機能（保育施設、
行政窓口等）の駅・停留場への集積・集約化を図り、鉄軌道の利用促進・活
性化を実現する。
【検証指標：コミュニティ・ステーション化に係る計画の策定件数】
【目標値：15件（平成26年度）】

○ 平成26年度末に
事後検証シート
により事後検証
を実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

24 外海離島等
の運航費軽
減等の実証
調査

○ 離島航路事業者は高齢化や人口減少、燃料油価格の高騰等により急速に運
営状況が悪化している。外海離島の運営の厳しい航路を対象に、省エネ化・
省力化その他費用低減効果の高い、先導的な取組について実証調査を実施す
ることにより、事業者の運営改善努力の促進を図る。
【業績指標：179　有人離島のうち航路が就航されている離島の割合】
【目標値：71％（平成22年度）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

25 海上交通の
低炭素化・
利便性向上
等総合事業
の創設

○ 海上輸送事業者は、燃料油高騰など様々な要因によりコスト競争力が落ち
ており、輸送量を大きく減少させている。他方で、海上運送事業者は老朽船
が多く、省エネ、ＣＯ２排出抑制が十分進んでいない。このため、海上交通

の低炭素化、利便性向上を図る。
【検証指標：フェリーの省エネ化率（航海距離あたりの燃料消費量）】
【目標値：平成22年度から5％削減（平成26年度）】

○ 平成26年度まで
に事後検証シー
トにより事後検
証を実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

26 観光地の魅
力創出イン
フラ整備の
推進

○ 　観光地の魅力創出に必要な社会資本整備を推進する。
【検証指標：観光地の魅力創出に必要な社会資本整備に関するガイドライン
の策定】
【目標値：観光地の魅力創出に必要な社会資本整備に関するガイドラインが
策定されている（平成22年度）】

○ 平成 22年度に事
後検証シートに
より事後検証を
実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

27 宅地建物取
引業・賃貸
不動産管理
業等に係る
新規制度の
導入

○ 本施策は、国民の多様な居住ニーズへの対応や、良好なストックとしての
賃貸不動産の有効活用、維持・向上を図るほか、消費者から信頼される安全
安心な不動産市場の形成を図ることを目的とするものである。
【業績指標：191 指定流通機構（レインズ）における売却物件の登録件
数】
【目標値：274千件（平成23年度）】

○ 平成 23年度政策
チェックアップ
で事後検証を実
施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

28 人口減少の
進展等を踏
まえた土地
管理の適正
化の推進

○ 少子高齢化による人口減少等に伴い、適正に管理されない空き地・空き家
等が増加し、周辺環境の悪化や地域コミュニティの低下等の問題が発生して
いる。また、国民の生活環境への関心の高まり等に伴い、土地の開発だけで
なく、土地の管理の態様等により、周辺環境に影響を与える等の問題も発生
している。このため、本施策の実施により、土地の適正管理・有効活用を推
進し、人口減少の進展等を踏まえた適正かつ合理的な土地の管理及び利用を
図る。
【業績指標：196　低・未利用地の面積】
【目標値：13.1万ha（平成25年度）】

○ 平成25年度政策
チェックアップ
（平成26年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

29 建設業新分
野展開支援
事業の実施

○ 建設企業が、地方自治体、関係経済団体等と連携して、①観光、福祉、農
林業等の他産業への進出、②維持管理や省エネ・耐震診断等の施工関連分野
への進出、③環境・耐震技術開発等の新たな施工分野の開拓を行うことによ
り、従業者の新たな分野の知識や技術の取得に資する取組について、その事
業の立ち上げを支援し、普及・啓発することで、建設企業の新分野展開とこ
れによる雇用の確保を図る。
【業績指標：199　建設業の活力回復に資するモデル的な取組の創出件数】
【目標値：400件（平成21年度）】
（業績指標199については、今後目標年度を延長して更新し、更新後に事後
評価を実施予定）

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
結果評価書にお
いて事後検証を
実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定



整理
番号

政　　策 得ようとする効果の明確性
検証を行う
時期の特定

効果の把握の
方法の特定性

30 建設業の施
工力の強化

○ 建設業の施工力は、経営力、企業力、人材力に基づくものである。しかし
ながら、建設投資の急激な減少や競争の激化により、企業の経営状況は厳し
さを増しており、経営基盤が揺らいでいる。また、経営環境の悪化は労働条
件の更なる悪化を招き、少子高齢化も相まって人材の確保・育成が一層困難
な状況となっている。この結果として、建設業の施工力が低下し、建設生産
物の品質の低下が懸念されているところである。

こうした状況を踏まえ、本施策の実施により、企業の経営力、企業力、人
材力を向上させ、建設産業全体の施工力の強化を図ることを目的とする。
【業績指標：199 建設業の活力回復に資するモデル的な取組の創出件数、
202　建設技能労働者の過不足状況（①不足率、②技能工のD.I.）】
【目標値：199 400件（平成21年度）、202① 1.2％以下（平成23年度）、
202②　30ﾎﾟｲﾝﾄ以下（平成23年度）】
（業績指標199については、今後目標年度を延長して更新し、更新後に事後
評価を実施予定）

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
結果評価書にお
いて事後検証を
実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

31 都市部官民
境界基本調
査の創設

○ 都市部における地籍調査の進捗率は20％と低位であり（平成20年度末）、
このような状況を改善するため、官民の境界情報を調査し、都市部における
地籍整備の推進を図ることを目的とする。
【業績指標：207　地籍が明確化された土地の面積】

【目標値：158千km2（平成21年度）】
（平成22年度以降の業績指標については目標値等の見直しを行った上で、引
き続き評価を行う予定）

○ 平成 23年度政策
チェックアップ
（平成 24年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

32 都市再生街
づくり支援
調査の創設

○ 都市開発事業等の実施主体が行う土地境界情報の整備に必要となる作業経
費を補助することで地籍調査以外の測量成果を有効に活用し、効率的に都市
部の地籍整備を推進することにより街づくりを支援することを目的とする。
【業績指標：207　地籍が明確化された土地の面積】

【目標値：158千km2（平成21年度）】
（平成22年度以降の業績指標については目標値等の見直しを行った上で、引
き続き評価を行う予定）

○ 平成 23年度政策
チェックアップ
（平成 24年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

33 山村境界基
本調査の創
設

○ 山村部において急速に失われつつある境界情報を保全し、補助基準点を設
置することで、山村部におけるその後の地籍調査の円滑化を図る。
【業績指標：207　地籍が明確化された土地の面積】

【目標値：158千km2（平成21年度）】
（平成22年度以降の業績指標については目標値等の見直しを行った上で、引
き続き評価を行う予定）

○ 平成 23年度政策
チェックアップ
（平成 24年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

34 集落生活安
定化へ向け
た中間支援
業務の普及
促進モデル
事業の創設

○ 中間支援組織が行う支援業務の効果的な手法の開発を行うとともに、本事
業で得られた成果が本事業実施主体に蓄積されることを通じて、中間支援組
織としての機能を担うべき主体の育成・定着を図り、もって、地縁団体が行
う集落の住民生活の安定に係る取組への支援を円滑に実施することを目的と
する。
【検証指標：モデル事業を実施した中間支援組織による人材支援業務の定着
度】
【目標値：モデル事業を実施した中間支援組織の過半で、モデル事業終了後
も人材支援業務が実施されること（平成25年度）】
（検証指標等は今後、変更になる可能性がある（平成22年３月までに検討す
る予定）。）

○ 平成25年度に事
後検証シートに
より事後検証を
実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

35 広域地方計
画推進交付
金（仮称）
の創設

△ 広域地方計画の策定（平成21年8月）を受け、複数都道府県が連携・協力
して取り組む広域的な観光活性化や物流円滑化のための基盤整備等の支援を
強化し、各広域ブロックの自立・成長に向けた戦略目標の実現を図る。
【検証指標：広域地方計画を具体化するために地方が連携して定める観光活
性化等の計画の目標の達成状況】
【目標値：広域地方計画を具体化するために地方が連携して定める観光活性
化等の計画の目標の達成が図られること（平成26年度）】
（検証指標等は今後変更になる可能性がある（平成22年３月までに検討する
予定）。）

○ 平成26年度まで
に事後検証シー
トにより事後検
証を実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

36 広域自立成
長推進事業
（仮称）の
創設

△ 国土形成計画全国計画において、多様な広域ブロックが自立的に発展する
国土の構築が基本的な方針とされ、全国計画に基づき策定された広域地方計
画では、地域における産業集積、地域のブランディング、地域経営を行う人
材の育成等が重要なテーマとして掲げられた。これらの政策課題について、
既存の都道府県の枠を超えて広域ブロック毎に戦略を作成し、産官学の広域
的、戦略的連携により目標実現を図る。
【検証指標：広域ブロックの自立・成長の進展度】
【目標値：各8広域ブロックの自立・成長の進展の度合い（平成26年度）】
（検証指標等は今後、変更になる可能性がある（平成22年３月までに検討す
る予定）。）

○ 平成26年度まで
に事後検証シー
トにより事後検
証を実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

37 運輸技術に
関する総合
的技術戦略
プロセス推
進に資する
技 術 戦 略
ロードマッ
プの構築

○ 国土交通省の重要政策（安全、環境等）と運輸分野の技術研究開発とを相
互にフィードバックさせながら一体的かつ総合的に推進することで、各重要
施策の政策目標の実現に資することを目的とする。
【業績指標：228　年度計画通りに進捗した技術研究開発課題の割合】
【目標値：80％（平成19年度以降毎年度）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定



整理
番号

政　　策 得ようとする効果の明確性
検証を行う
時期の特定

効果の把握の
方法の特定性

38 地域交通Ｉ
Ｔ基盤確立
プログラム
の推進

○ 地域活性化に不可欠な地方の中小公共交通事業者がＩＴの活用によりサー
ビスの向上を図れるよう、地域交通におけるニーズを把握しつつＩＴを利活
用したシステムの実証を行い、その導入、活用を支援する。
【検証指標：地域交通ＩＴ基盤確立プログラムを活用したシステムの導入件
数】
【目標値：1件以上（平成24年度）】

○ 平成 24年度に事
後検証シートに
より事後検証を
実施

○ 事後検証シートによ
る事後検証において
検証指標を測定

39 アジア諸国
を中心とし
た交通分野
における気
候変動対策
の国際的な
推進強化

○ 国際社会が協調して取り組むべき喫緊の課題である気候変動問題につい
て、交通分野においても積極的に貢献すべく、我が国のイニシアティブの
下、我が国を始めとする先進国の知見・経験を有効に活用しつつ、特に今後
ＣＯ２排出量の急増が見込まれるアジア諸国を中心とした途上国における気

候変動・大気汚染対策を一層推進する。
【業績指標：231 国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件
数】
【目標値：121件（平成23年度）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

40 官民連携に
よる海外交
通プロジェ
クトの推進

○ （我が国交通産業の競争力強化）
我が国交通関係産業の国際競争力を強化し、ビジネスチャンスを拡大。ま

た、優れた技術力・ノウハウを継承・進化。
（地球環境問題への対応）

鉄道等をはじめとする環境にやさしい交通機関の整備を通じ、地球環境問
題への対応に貢献。
（二国間関係の強化）

国家の基盤となるインフラ整備を支援することにより、相手国の経済社会
の発展に寄与。我が国のプレゼンスが向上するとともに、二国間関係の強化
に貢献。
【業績指標：231 国際協力・連携等の推進に寄与したプロジェクトの件
数】
【目標値：121件（平成23年度）】

○ 平成 22年度政策
チェックアップ
（平成 23年度実
施）により事後
評価を実施

○ 政策チェックアップ
（実績評価方式）に
よる事後評価におい
て業績指標を測定

（注）１ 国土交通省の「平成22年度予算概算要求等に係る政策アセスメント結果（事前評価書）」を基に当省が作成した。
      ２ 各欄の記載事項については、「政策評価審査表（事業評価（事前）関係）の記載事項」を参照

合　計
○＝３８
△＝２

○＝４０ ○＝４０



  

政策評価審査表（事業評価（事前）関係）の記載事項 

 

 

欄   名 記      載      事      項 

「整理番号」欄 評価書に掲載された政策（施策等）について順次番号を記入した。 

「政策（施策等）」

欄 

評価の対象とされた政策（施策等）の名称を記入した。 

「得ようとする効

果の明確性」欄 

政策（施策等）の実施により得ようとする政策効果を記入した。 

得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」のかが明ら

かにされているなど、どのような効果が発現したことをもって得ようとする効

果が得られたとするのか、その状態が具体的に特定されているものは、「○」

を記入した。「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの程度」

かは明らかでないなど具体的には特定されていないものは、「△」を記入した。

得ようとする効果についての記載がないものは、「－」を記入した。 

「検証を行う時期

の特定」欄 

事後的検証を予定している場合に、その検証を行う時期を記入した。 

当該政策（施策等）について、事後的検証を行う時期が特定されているもの

は、「○」を記入した。事後的検証を行うこととはしているが時期が特定され

ていないもの、又は当該政策（施策等）の一部についてのみ時期が特定されて

いるものは、「△」を記入した。事後的検証を行うことが明らかにされていな

いものは、「－」を記入した。 

「効果の把握の方

法の特定性」欄 

事後的検証を予定している場合に、政策（施策等）の実施後に実際に得られ

た効果をどのように把握・測定するのかを記入した。 

政策（施策等）の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にされて

いるものは、「○」を記入した。効果の把握の方法が不明確なものは、「△」を

記入した。 

 


